
番号 Ｑ＆Ａ
頁

Ｑ＆Ａ
番号 質問 回答

1 0 全般 令和2年4月の法改正による条ずれ等は、未対応とのことで
すが、正誤表等での対応の予定はありますか。

令和2年３月時点の作成のため、現行条文と読み替えをお願いいたしま
す。

2 0 全般 第7版はいつから運用開始となりますか。 11月18日の講習会以降の運用開始でお考え下さい。

3 12 １ー６ 「間仕切等」とあるが、「等」とは他に何を指しているのか。垂
壁でもよいのか。

明確に区画できるものとして、間仕切り壁のほか、建具が該当します。垂壁
でも明確に区画されていると判断できれば可能と考えますが、個別具体例
により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特
定行政庁にご確認ください。

4 13 １ー９ ・主要構造部の範囲は（間柱・胴縁や仕上げは含むの
か）またここでいう、小規模とは。

主要構造部の範囲は貴見のとおりです。また小規模については、個別具
体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関ま
たは特定行政庁にご確認ください。

5 15 １ー１８ 屋上が自動車駐車場に利用された場合でもこの取扱い通り
ですか。

取扱い通りですが、その場合は小屋組が支えるスラブは床の耐火性能を求
められます。

6 18 １ー２９ 作り替えを行わない、いわゆる「カバー工法」の場合は、模様
替えに当たらないと考えて良いか。

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

7 20 １ー３９ 建物本体に附属される組積造、補強CB造の塀は確認の
特例が適用される4号建築物として取扱ってよいか。

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

8 25 ２ー１３ 幅については規定があるが、高さについても規定が必要では
（P38　2-66も同様）

一般的な襖、障子等の高さ（H=1900~2100程度）のものを想定して
おります。それ以外の場合は個別具体例により事前に建築確認の申請
（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

9 26 ２ー２４
兼用住宅でも可能か。またただし書きの意味が不明確であ
るが、竪穴区画が適用される場合は、扉があっても当然支
障ないという意味か。

兼用住宅については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予
定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。また、
ただし書きについて、竪穴区画が適用される場合は、図のような途中に扉
を設けたものは直通階段と見なさないという意味です。

■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第1弾分）
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■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第1弾分）

10 30 2－３５

1階（避難階）から上階までの住戸の平面プランが同じ場
合、P30　2-35では避難階は除くとなっていないので、避難
階の住戸等の出口も階段への出入口と扱ってよいか。また
用途も事務所などでも同様に扱えるのか。

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

11 31 ２－３８ 非常用ＥＶの乗降ロビーの奥行Ｗは、昇降機設備指針等
で2、5ｍ以上必要ではなかったでしょうか。 貴見のとおりです。

12 33 ２－４５

風除室が避難経路になっている場合において、容易に手動
開放とは手で開けられる（停電時）の場合はダメとする特
定行政庁の指導はどう判断されるのか。

避難経路である風除室に告示1436号4号ニ(2)を適用することができる
場合の条件を示したものであり、室の自然排煙の排煙口を自動ドアとする
場合の取扱いとは異なるため、個別具体例により事前に建築確認の申請
（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

13 34 ２－４７ 廊下について避難経路については、設けるべきであるとは、設
けなくてもいいということか。

原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えま
す。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築
確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確
認ください。

14 34 ２ー４７ 100㎡以下の廊下であっても、告示1436号四号二
（２）の適用は不可という解釈か。

原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えま
す。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築
確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確
認ください。

15 34 ２－４９

開口部の脇には、壁部分が必要では。（垂壁のみの区画
OKに読める）

貴見のとおりです。
Aでも「室として防煙間仕切壁で…区画する必要があり…」と記載していま
す。
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■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第1弾分）

16 34 ２－５０

Ａの内容に「25㎝以上で、かつ1階の排煙の有効開口面
積の合計以上」とあるが、※の考え方は平面で見た時のハッ
チングの面積のことか。

「１階分」とは当該建築物のうち、排煙の有効開口面積の合計が最も大
きな階を指し、その合計面積以上にハッチング部分の面積が必要となりま
す。

17 34 ２－５０ 自然排煙口の取扱いですが、令116条の2・1項2号（排
煙無窓）も同様の取扱いが必要ですか。

貴見のとおりです。なお個別具体例により事前に建築確認の申請（予
定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

18 34 ２ー５０ 水平距離の部分に面積とあるのはなぜか。
断面的に表現しているため水平距離を指すように見えてしまっているもので
あり、A本文に記載のとおり合計面積の確保が必要となります。
（質問番号21の回答を参照）

19 36 ２－５７

道から直接確認出来るとは、進入口から道が見えればよいと
いうことか。（横浜市の取扱いの適用）

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

20 37 ２－５８ 道路の外壁面がいつも平行とは限らないので、面する定義が
必要では。

一般的な事例を示していますが、それ以外の場合は個別具体例により事
前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政
庁にご確認ください。

21 37 ２－５８
Ⅰの図において、2階以下とあるが、背後の建物の3階窓位
置より高い場合は、不適ではないのか。

非常用の進入口又は代替進入口は、災害時に消防隊が消防活動を行
うため外壁の開口部に設けるものである。そのため、進入口から当該階の
あらゆる部分に容易に到達できるようにすることが求められています。
Ⅰの図においてご質問のような場合、「2階以下の建築物」に遮られていな
い部分に進入口を設置することが可能であるため、不適合にはならない
が、当該規定の主旨を鑑み、防災設計上の配慮を講じることが望ましいで
す。
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■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第1弾分）

22 37 ２－５９
2階の床が突出しているもの及びピロティ-等において、面積
に算入されない開放廊下の場合も各特定行政庁の判断に
なるのか。

貴見のとおりです。

23 38 ２－６６

令111条による無窓居室の主要構造部となる壁は、天井
裏や小屋裏に達せしめる必要はありますか。また天井を不燃
で作った場合、天井を床と扱い壁を天井までとする事で支障
はないですか。

原則、天井裏や小屋裏に達せしめることが必要です。

24 39 ２－６９ ４の図にて、高さはレールの天端までを示してるのか。 貴見のとおりです。なお、いす式昇降機の保管位置では有効幅員で階段
幅や廊下幅が必要になるため、ご注意ください。

25 41 ２－７６
エキスパンションジョイント設置位置が竪穴区画（例えば非
常用ＥＶ乗降ロビー）内となる場合であっても設置可能
か。

計画段階でエキスパンションジョイントの箇所は変更出できると考えますの
で、竪穴区画内から外すようにしてください。また、やむを得ず竪穴区画内
に設ける場合は個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の
指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

26 42 ２－８０
令112条14項（最新条項）について、階段室の部分等
（令112条1項二号）が隣接する場合の「用途上区画す
ることができない」とはどういったケースを言うのか。

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

27 46 ２－９０ 児童福祉施設等について通所施設や保育所は就寝室がな
ければ防火上主要な間仕切り壁は不要か。

児童福祉施設等のうち、就寝を伴わない施設は高齢者や障害者など自
立避難や速やかな避難が困難な者が利用する施設であり、火災時に人が
安全に避難できること等を目的として設置する防火上主要な間仕切壁
は、就寝室の有無に関わらず設置することが望ましいと考えます。なお、個
別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機
関または特定行政庁にご確認ください。

28 48 ３ー３

2項道路に面して既存擁壁の撤去は必要か。

原則必要である。

29 48 ３ー３

2項道路で後退した部分の地下部分に仮設の土留め擁壁
などが存在しても問題ありませんか。

車や人などの通行に支障がなく地面に埋まっている場合は、法第44条は
適用されないと考えますが、個別具体例により事前に建築確認の申請
（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。
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■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第1弾分）

30 54 ３ー２６

図のように特定道路（A）に接続する６ｍ以上の道路
（B)に４ｍ以上面する計画地の容積率はどのように算定
すればよいか︖
Ｗが計画地に接している長さにより異なるのであれば、それぞ
れの条件による取扱いを教えてほしい。

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

31 73 ４ー１１

フロアタイプは別途昇降機の確認申請にて審査を行うことで
構わないか。
テーブルタイプの場合は、建築確認の中で審査を行うというこ
とか。

貴見のとおりです。

32 79 ４ー２６
〈補足〉（注１）

上下から利用との記載があるが、上からのみ、下からのみでも
同じ扱いでよろしいか。 貴見のとおりです。

33 83 ４－３８ （１）と（４）は、集団規定の適用事例と異なるが、当
該QAを優先で良いか。

（１）については、集団規定の適用事例の図は、当質疑応答集のただし
書きの「地面に近接している場合」に該当します。
（４）については、集団規定の適用事例の図は、当質疑応答集の「上
記以外」に該当します。

34 96 ６ー１４ 北側斜線天空率において、北側に道路がある場合の取扱
いも必要では。

法第56条第7項第3号で、隣地境界線から…と法で記載されており、改
めて記載は考えておりません。

35 96 ６ー１５ すべての道路の幅員が同じ場合は区域区分不要でよいか。 貴見のとおりです。

36 161 別表

6版（2-23）では、線路敷きは（高架の部分は除く）とあ
りましたが、近畿の共通取扱い集では※２で、確認が必要と
なっています。
大阪府下の案件については、引続き高架の部分は除いて採
光は不可と考えて良いですか。あるいは府下の特定行政庁
でも高架で採光OKとしているところがあるので、個別照会と
なるのでしょうか。

P161の表の記載の通りです。

37 201 　

解説にあがっているアからオについては、面積に関係なく高さ
に算入されないか。
総合計で1/8以下の必要があるのか。その場合設備機器の
面積のとり方の規定はあるのか。

ご質問の内容は、付録として日本建築主事会議の資料を添付したもので
あり、回答は控えます。
【（参考）日本建築行政会議編集の「建築確認のための基準総則集団
規定の適用事例（2017年度版 P99）】
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1 12 １ー７

以下の3項目は主要構造部では。
・直通階段に該当する屋外階段
・令112条16項（最新条項）における「庇」「袖壁」は
・法35条の3の間仕切り壁は

ご質問の屋外階段、庇、袖壁はすべて防火上重要な部分であるため、主
要構造部に該当します。
法35条の3の間仕切りは、P38（2-66）をご参照ください。

2 16 １ー２４ 本体が耐火・準耐火でも、そで壁は防火構造でよいのか。 そで壁が構造上一体であれば、本体の構造によります。
構造上一体でなければ、当該Aのとおりです。

3 24 ２ー９
⑦の図書室は、生徒が授業で日常的に使わないものであっ
ても教室に該当するのか（P46参照） 貴見のとおりです。

4 33 ２ー４４ 100㎡以下の廊下であっても、告示1436号四号二
（２）の適用は不可という解釈か。

原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えま
す。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築
確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確
認ください。（第1弾回答の2-47と同様の質問）

5 34 ２－４９
排煙緩和の告示　平12建告1436－4－ニ－（4）につい
て、内装不燃と共に防煙垂壁の設置を求められる場合があ
るが、理由を教えて下さい。

告示1436-4-ニ-（4）を適用した当該居室の火災拡大を抑えると共に
他の部分へ煙を伝播させないことを目的としているため、出入口等の上部
に防煙垂壁の設置を求めています。
（参考）建築基準法設備関係法令解説書2020年版

6 61 ３－４５ 天空率の適用は出来るのか。また適用できる場合に緩和規
定も適用できるのか（後退距離など） 天空率及び緩和の各規定の適用も可能です。

7 78 ４ー２６

（３）において、ただし書きとの「等」とは他に何をさしている
のか。
簡易なものの基準はあるのか
ただし書きに該当する場合は固定階段でも良いということか

個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査
機関または特定行政庁にご確認ください。

■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第2弾分）
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■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第2弾分）

8 103 条例6条

面するの定義は。
例えば青空駐車場や外構の塀が前面にある場合に面すると
いえるのか。
桁行とは芯々寸法でよいか。

主要な出入口から直接出入りできる必要があり、通行に支障となる場合
は面するとはいえません。その他の事例については個別具体例により事前
に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政
庁にご確認ください。
なお桁行寸法の算定は芯々寸法で構いません。

9 104 条例6条
「等」とは他に何を想定しているのか。
また図では、軒先とバルコニー先が同じ出になっているが、軒
先からの有効寸法でもあるのか。

「等」とは建築物に該当するすべてを含みます。建築物の先端と考えられる
箇所については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先
の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

10 119 条例50条 自動車車庫とは、原動機付自転車（50㏄以下）も含ま
れますか。

用途判断については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予
定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

※掲載内容と直接の関係がないことから、掲載に至らなかったご質問についても次回以降の改訂の参考とさせて頂きます。
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				番号 バンゴウ		Ｑ＆Ａ
頁 ページ		Ｑ＆Ａ
番号 バンゴウ		質問 シツモン		回答 カイトウ

				1		0		全般 ゼンパン		令和2年4月の法改正による条ずれ等は、未対応とのことですが、正誤表等での対応の予定はありますか。 レイワ ネン ガツ ホウカイセイ ジョウ ナド ミタイオウ セイゴ ヒョウ ナド タイオウ ヨテイ		令和2年３月時点の作成のため、現行条文と読み替えをお願いいたします。 レイワ ネン ガツ ジテン サクセイ ゲンコウ ジョウブン ヨ カ ネガ

				2		0		全般 ゼンパン		第7版はいつから運用開始となりますか。 ダイ ハン ウンヨウ カイシ		11月18日の講習会以降の運用開始でお考え下さい。 ガツ ヒ コウシュウ カイ イコウ ウンヨウ カイシ カンガ クダ

				3		12		１ー６		「間仕切等」とあるが、「等」とは他に何を指しているのか。垂壁でもよいのか。 マジキ ナド ナド ホカ ナニ サ タ カベ		明確に区画できるものとして、間仕切り壁のほか、建具が該当します。垂壁でも明確に区画されていると判断できれば可能と考えますが、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。 コベツ グタイ レイ

				4		13		１ー９		・主要構造部の範囲は（間柱・胴縁や仕上げは含むのか）またここでいう、小規模とは。 シュヨウ コウゾウ ブ ハンイ マバシラ ドウブチ シア フク ショウキボ		主要構造部の範囲は貴見のとおりです。また小規模については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。 キケン ショウキボ

				5		15		１ー１８		屋上が自動車駐車場に利用された場合でもこの取扱い通りですか。 オクジョウ ジドウシャ チュウシャ バ リヨウ バアイ トリアツカ ドオ		取扱い通りですが、その場合は小屋組が支えるスラブは床の耐火性能を求められます。 トリアツカ トオ バアイ コヤ グ ササ ユカ タイカ セイノウ モト

				6		18		１ー２９		作り替えを行わない、いわゆる「カバー工法」の場合は、模様替えに当たらないと考えて良いか。 ツク カ オコナ コウホウ バアイ モヨウガ ア カンガ ヨ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				7		20		１ー３９		建物本体に附属される組積造、補強CB造の塀は確認の特例が適用される4号建築物として取扱ってよいか。 タテモノ ホンタイ フゾク ソセキゾウ ホキョウ ゾウ ヘイ カクニン トクレイ テキヨウ ゴウ ケンチク ブツ トリアツカ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				8		25		２ー１３		幅については規定があるが、高さについても規定が必要では（P38　2-66も同様） ハバ キテイ タカ キテイ ヒツヨウ ドウヨウ		一般的な襖、障子等の高さ（H=1900~2100程度）のものを想定しております。それ以外の場合は個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。　

				9		26		２ー２４		兼用住宅でも可能か。またただし書きの意味が不明確であるが、竪穴区画が適用される場合は、扉があっても当然支障ないという意味か。 ケンヨウ ジュウタク カノウ ガ イミ フメイカク タテアナ クカク テキヨウ バアイ トビラ トウゼン シショウ イミ		兼用住宅については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。また、ただし書きについて、竪穴区画が適用される場合は、図のような途中に扉を設けたものは直通階段と見なさないという意味です。

				10		30		2－３５		1階（避難階）から上階までの住戸の平面プランが同じ場合、P30　2-35では避難階は除くとなっていないので、避難階の住戸等の出口も階段への出入口と扱ってよいか。また用途も事務所などでも同様に扱えるのか。 カイ ヒナン カイ ジョウカイ ジュウコ ヘイメン オナ バアイ ヒナン カイ ノゾ ヒナン カイ ジュウコ ナド デグチ カイダン デ イ クチ アツカ ヨウト ジム ショ ドウヨウ アツカ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				11		31		２－３８		非常用ＥＶの乗降ロビーの奥行Ｗは、昇降機設備指針等で2、5ｍ以上必要ではなかったでしょうか。 ヒジョウ ヨウ ジョウコウ オクユ ショウコウ キ セツビ シシン ナド イジョウ ヒツヨウ		貴見のとおりです。 キケン

				12		33		２－４５		風除室が避難経路になっている場合において、容易に手動開放とは手で開けられる（停電時）の場合はダメとする特定行政庁の指導はどう判断されるのか。 フウジョ シツ ヒナン ケイロ バアイ ヨウイ シュドウ カイホウ テ ア テイデン ジ バアイ トクテイ ギョウセイチョウ シドウ ハンダン		避難経路である風除室に告示1436号4号ニ(2)を適用することができる場合の条件を示したものであり、室の自然排煙の排煙口を自動ドアとする場合の取扱いとは異なるため、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				13		34		２－４７		廊下について避難経路については、設けるべきであるとは、設けなくてもいいということか。 ロウカ ヒナン ケイロ モウ モウ		原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えます。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。 ゲンソク アンゼン ヒナン オコナ ハイエン セツビ モウ ヒツヨウ カンガ

				14		34		２ー４７		100㎡以下の廊下であっても、告示1436号四号二（２）の適用は不可という解釈か。 ヘイベイイカ ロウカ コクジ ゴウ ４ゴウ ２ テキヨウ フカ カイシャク		原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えます。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				15		34		２－４９		開口部の脇には、壁部分が必要では。（垂壁のみの区画OKに読める） カイコウブ ワキ カベ ブブン ヒツヨウ タ カベ クカク ヨ		貴見のとおりです。
Aでも「室として防煙間仕切壁で…区画する必要があり…」と記載しています。

				16		34		２－５０		Ａの内容に「25㎝以上で、かつ1階の排煙の有効開口面積の合計以上」とあるが、※の考え方は平面で見た時のハッチングの面積のことか。 ナイヨウ イジョウ カイ ハイエン ユウコウ カイコウ メンセキ ゴウケイ イジョウ カンガ カタ ヘイメン ミ トキ メンセキ		「１階分」とは当該建築物のうち、排煙の有効開口面積の合計が最も大きな階を指し、その合計面積以上にハッチング部分の面積が必要となります。

				17		34		２－５０		自然排煙口の取扱いですが、令116条の2・1項2号（排煙無窓）も同様の取扱いが必要ですか。 シゼン ハイエン クチ トリアツカ レイ ジョウ コウ ゴウ ハイエン ナシ マド ドウヨウ トリアツカ ヒツヨウ		貴見のとおりです。なお個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				18		34		２ー５０		水平距離の部分に面積とあるのはなぜか。 スイヘイ キョリ ブブン メンセキ		断面的に表現しているため水平距離を指すように見えてしまっているものであり、A本文に記載のとおり合計面積の確保が必要となります。　
（質問番号21の回答を参照） シツモン バンゴウ カイトウ サンショウ

				19		36		２－５７		道から直接確認出来るとは、進入口から道が見えればよいということか。（横浜市の取扱いの適用） ミチ チョクセツ カクニン デキ シンニュウ クチ ミチ ミ ヨコハマシ トリアツカ テキヨウ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				20		37		２－５８		道路の外壁面がいつも平行とは限らないので、面する定義が必要では。 ドウロ ガイヘキ メン ヘイコウ カギ メン テイギ ヒツヨウ		一般的な事例を示していますが、それ以外の場合は個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				21		37		２－５８		Ⅰの図において、2階以下とあるが、背後の建物の3階窓位置より高い場合は、不適ではないのか。
 ズ カイ イカ ハイゴ タテモノ カイ マド イチ タカ バアイ フテキ		非常用の進入口又は代替進入口は、災害時に消防隊が消防活動を行うため外壁の開口部に設けるものである。そのため、進入口から当該階のあらゆる部分に容易に到達できるようにすることが求められています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰの図においてご質問のような場合、「2階以下の建築物」に遮られていない部分に進入口を設置することが可能であるため、不適合にはならないが、当該規定の主旨を鑑み、防災設計上の配慮を講じることが望ましいです。

				22		37		２－５９		2階の床が突出しているもの及びピロティ-等において、面積に算入されない開放廊下の場合も各特定行政庁の判断になるのか。 カイ ユカ トッシュツ オヨ ナド メンセキ サンニュウ カイホウ ロウカ バアイ カク トクテイ ギョウセイチョウ ハンダン		貴見のとおりです。 キケン

				23		38		２－６６		令111条による無窓居室の主要構造部となる壁は、天井裏や小屋裏に達せしめる必要はありますか。また天井を不燃で作った場合、天井を床と扱い壁を天井までとする事で支障はないですか。 レイ ジョウ ムソウ キョシツ シュヨウ コウゾウ ブ カベ テンジョウウラ コヤウラ タッ ヒツヨウ テンジョウ フネン ツク バアイ テンジョウ ユカ アツカ カベ テンジョウ コト シショウ		原則、天井裏や小屋裏に達せしめることが必要です。 ゲンソク ヒツヨウ

				24		39		２－６９		４の図にて、高さはレールの天端までを示してるのか。 ズ タカ テンバ シメ		貴見のとおりです。なお、いす式昇降機の保管位置では有効幅員で階段幅や廊下幅が必要になるため、ご注意ください。

				25		41		２－７６		エキスパンションジョイント設置位置が竪穴区画（例えば非常用ＥＶ乗降ロビー）内となる場合であっても設置可能か。 セッチ イチ タテアナ クカク タト ヒジョウヨウ ジョウコウ ナイ バアイ セッチ カノウ		計画段階でエキスパンションジョイントの箇所は変更出できると考えますので、竪穴区画内から外すようにしてください。また、やむを得ず竪穴区画内に設ける場合は個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				26		42		２－８０		令112条14項（最新条項）について、階段室の部分等（令112条1項二号）が隣接する場合の「用途上区画することができない」とはどういったケースを言うのか。 レイ ジョウ コウ サイシン ジョウコウ カイダン シツ ブブン ナド レイ ジョウ コウ ニ ゴウ リンセツ バアイ ヨウト ジョウ クカク イ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				27		46		２－９０		児童福祉施設等について通所施設や保育所は就寝室がなければ防火上主要な間仕切り壁は不要か。 ジドウ フクシ シセツナド ツウ ショ シセツ ホイク ショ シュウシン シツ ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ ヘキ フヨウ		児童福祉施設等のうち、就寝を伴わない施設は高齢者や障害者など自立避難や速やかな避難が困難な者が利用する施設であり、火災時に人が安全に避難できること等を目的として設置する防火上主要な間仕切壁は、就寝室の有無に関わらず設置することが望ましいと考えます。なお、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				28		48		３ー３		2項道路に面して既存擁壁の撤去は必要か。 コウ ドウロ メン キゾン ヨウヘキ テッキョ ヒツヨウ		原則必要である。 ゲンソク ヒツヨウ

				29		48		３ー３		2項道路で後退した部分の地下部分に仮設の土留め擁壁などが存在しても問題ありませんか。 コウ ドウロ コウタイ ブブン チカ ブブン カセツ ドド ヨウヘキ ソンザイ モンダイ		車や人などの通行に支障がなく地面に埋まっている場合は、法第44条は適用されないと考えますが、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。 クルマ ヒト ツウコウ シショウ ジメン ウ バアイ カンガ

				30		54		３ー２６		図のように特定道路（A）に接続する６ｍ以上の道路（B)に４ｍ以上面する計画地の容積率はどのように算定すればよいか？
Ｗが計画地に接している長さにより異なるのであれば、それぞれの条件による取扱いを教えてほしい。 ズ トクテイ ドウロ セツゾク イジョウ ドウロ イジョウ メン ケイカク チ ヨウセキ リツ サンテイ ケイカク チ セッ ナガ コト ジョウケン トリアツカ オシ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				31		73		４ー１１		フロアタイプは別途昇降機の確認申請にて審査を行うことで構わないか。
テーブルタイプの場合は、建築確認の中で審査を行うということか。 ベット ショウコウキ カクニン シンセイ シンサ オコナ カマ バアイ ケンチク カクニン ナカ シンサ オコナ		貴見のとおりです。

				32		79		４ー２６
〈補足〉（注１） ホソク チュウ		上下から利用との記載があるが、上からのみ、下からのみでも同じ扱いでよろしいか。 ウエ シタ リヨウ キサイ ウエ シタ オナ アツカ		貴見のとおりです。 キケン

				33		83		４－３８		（１）と（４）は、集団規定の適用事例と異なるが、当該QAを優先で良いか。 シュウダン キテイ テキヨウ ジレイ コト トウガイ ユウセン ヨ		（１）については、集団規定の適用事例の図は、当質疑応答集のただし書きの「地面に近接している場合」に該当します。
（４）については、集団規定の適用事例の図は、当質疑応答集の「上記以外」に該当します。 シュウダンキテイ テキヨウジレイ ズ トウ シツギ オウトウ シュウ ガ ジメン キンセツ バアイ ガイトウ シュウダン キテイ テキヨウ ジレイ ズ トウシツギオウトウシュウ ジョウキイガイ ガイトウ

				34		96		６ー１４		北側斜線天空率において、北側に道路がある場合の取扱いも必要では。 キタガワ シャセン テンクウ リツ キタガワ ドウロ バアイ トリアツカ ヒツヨウ		法第56条第7項第3号で、隣地境界線から…と法で記載されており、改めて記載は考えておりません。 ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ダイ ゴウ リンチ キョウカイ セン ホウ キサイ アラタ キサイ カンガ

				35		96		６ー１５		すべての道路の幅員が同じ場合は区域区分不要でよいか。 ドウロ フクイン オナ バアイ クイキ クブン フヨウ		貴見のとおりです。

				36		161		別表 ベツ ヒョウ		6版（2-23）では、線路敷きは（高架の部分は除く）とありましたが、近畿の共通取扱い集では※２で、確認が必要となっています。
大阪府下の案件については、引続き高架の部分は除いて採光は不可と考えて良いですか。あるいは府下の特定行政庁でも高架で採光OKとしているところがあるので、個別照会となるのでしょうか。 ハン センロ ジ コウカ ブブン ノゾ キンキ キョウツウ トリアツカ シュウ カクニン ヒツヨウ オオサカフ カ アンケン ヒキツヅ コウカ ブブン ノゾ サイコウ フカ カンガ ヨ フカ トクテイ ギョウセイチョウ コウカ サイコウ コベツ ショウカイ		P161の表の記載の通りです。 ヒョウ キサイ トオ

				37		201		　		解説にあがっているアからオについては、面積に関係なく高さに算入されないか。
総合計で1/8以下の必要があるのか。その場合設備機器の面積のとり方の規定はあるのか。 カイセツ メンセキ カンケイ タカ サンニュウ ソウ ゴウケイ イカ ヒツヨウ バアイ セツビ キキ メンセキ カタ キテイ		ご質問の内容は、付録として日本建築主事会議の資料を添付したものであり、回答は控えます。
【（参考）日本建築行政会議編集の「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例（2017年度版 P99）】
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第2弾回答案 （0226建築士会回答用）

				■建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集（Ｑ＆Ａ改定７版）講習会における質問と回答（第2弾分） ケンチク キジュンホウ オヨ ドウ オオサカフ ジョウレイ シツギ オウトウ シュウ カイテイ ハン コウシュウカイ シツモン カイトウ ダイ ダン ブン



				番号 バンゴウ		Ｑ＆Ａ
頁 ページ		Ｑ＆Ａ
番号 バンゴウ		質問 シツモン		回答 カイトウ

				1		12		１ー７		以下の3項目は主要構造部では。
・直通階段に該当する屋外階段
・令112条16項（最新条項）における「庇」「袖壁」は
・法35条の3の間仕切り壁は イカ コウモク シュヨウ コウゾウ ブ レイ ジョウ コウ サイシン ジョウコウ ヒサシ ソデ カベ ホウ ジョウ マジキ ヘキ		ご質問の屋外階段、庇、袖壁はすべて防火上重要な部分であるため、主要構造部に該当します。
法35条の3の間仕切りは、P38（2-66）をご参照ください。　 ソデ

				2		16		１ー２４		本体が耐火・準耐火でも、そで壁は防火構造でよいのか。 ホンタイ タイカ ジュン タイカ カベ ボウカ コウゾウ		そで壁が構造上一体であれば、本体の構造によります。
構造上一体でなければ、当該Aのとおりです。

				3		24		２ー９		⑦の図書室は、生徒が授業で日常的に使わないものであっても教室に該当するのか（P46参照）
 トショシツ セイト ジュギョウ ニチジョウテキ ツカ キョウシツ ガイトウ サンショウ		貴見のとおりです。

				4		33		２ー４４		100㎡以下の廊下であっても、告示1436号四号二（２）の適用は不可という解釈か。 ヘイベイイカ ロウカ コクジ ゴウ ４ゴウ ２ テキヨウ フカ カイシャク		原則、安全に避難を行うためには、排煙設備を設けることが必要と考えます。なお取扱いが異なるところもあるため、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。（第1弾回答の2-47と同様の質問） ダイ ダン カイトウ ドウヨウ シツモン

				5		34		２－４９		排煙緩和の告示　平12建告1436－4－ニ－（4）について、内装不燃と共に防煙垂壁の設置を求められる場合があるが、理由を教えて下さい。 ハイエン カンワ コクジ ヘイ ケン コク ナイソウ フネン トモ ボウエン タレ カベ セッチ モト バアイ リユウ オシ クダ		告示1436-4-ニ-（4）を適用した当該居室の火災拡大を抑えると共に他の部分へ煙を伝播させないことを目的としているため、出入口等の上部に防煙垂壁の設置を求めています。
（参考）建築基準法設備関係法令解説書2020年版 サンコウ

				6		61		３－４５		天空率の適用は出来るのか。また適用できる場合に緩和規定も適用できるのか（後退距離など） テンクウ リツ テキヨウ デキ テキヨウ バアイ カンワ キテイ テキヨウ コウタイ キョリ		天空率及び緩和の各規定の適用も可能です。 オヨ カク キテイ カノウ

				7		78		４ー２６		（３）において、ただし書きとの「等」とは他に何をさしているのか。
簡易なものの基準はあるのか
ただし書きに該当する場合は固定階段でも良いということか ガ ナド ホカ ナニ カンイ キジュン ガ ガイトウ バアイ コテイ カイダン ヨ		個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				8		103		条例6条 ジョウレイ ジョウ		面するの定義は。
例えば青空駐車場や外構の塀が前面にある場合に面するといえるのか。
桁行とは芯々寸法でよいか。 メン テイギ タト アオゾラ チュウシャ ジョウ ガイコウ ヘイ ゼンメン バアイ メン ケタユキ シンシン スンポウ		主要な出入口から直接出入りできる必要があり、通行に支障となる場合は面するとはいえません。その他の事例については個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。　
なお桁行寸法の算定は芯々寸法で構いません。 ツウコウ シショウ バアイ

				9		104		条例6条 ジョウレイ ジョウ		「等」とは他に何を想定しているのか。
また図では、軒先とバルコニー先が同じ出になっているが、軒先からの有効寸法でもあるのか。 ナド ホカ ナニ ソウテイ ズ ノキサキ サキ オナ デ ノキサキ ユウコウ スンポウ		「等」とは建築物に該当するすべてを含みます。建築物の先端と考えられる箇所については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。 フク

				10		119		条例50条 ジョウレイ ジョウ		自動車車庫とは、原動機付自転車（50㏄以下）も含まれますか。 ジドウシャ シャコ ゲンドウキ ツ ジテンシャ イカ フク		用途判断については、個別具体例により事前に建築確認の申請（予定）先の指定確認検査機関または特定行政庁にご確認ください。

				※掲載内容と直接の関係がないことから、掲載に至らなかったご質問についても次回以降の改訂の参考とさせて頂きます。 ケイサイ ナイヨウ チョクセツ カンケイ ケイサイ イタ シツモン ジカイ イコウ カイテイ サンコウ イタダ
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